
JP 2014-48155 A 2014.3.17

10

(57)【要約】
【課題】リング部材２が回転可能に配備されると共に、
リング部材２に対向して、発光素子31及び受光素子32を
具えた光学センサー３が配備され、リング部材２には、
発光素子31から出射された光を受光素子32へ向けて反射
すべき反射面５が、繰り返し形成されている電子機器に
おいて、簡易な構成で、光学センサー３がオン信号を生
成する際の受光素子32への光の入射量と、光学センサー
３がオフ信号を生成する際の受光素子32への光の入射量
との差を、従来よりも増大させる。
【解決手段】本発明に係る電子機器において、リング部
材２には、その回転軸を中心とする円周線上に、互いに
隣り合う２つの反射面５、５の間に介在して、発光素子
31からの光を受光素子32から外れた方向へ反射すべき斜
面22が、繰り返し形成されている。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の表面に、リング部材が回転可能に配備されると共に、該筐体の内部には、前記リ
ング部材に対向して、発光素子及び受光素子を具えた光学センサーが配備され、前記リン
グ部材には、リング部材の回転軸を中心とする円周線上に、前記光学センサーの発光素子
から出射された光を受光素子へ向けて反射すべき反射面が、繰り返し形成され、該光学セ
ンサーの出力信号に基づいてリング部材の回転量に応じた信号が生成される電子機器にお
いて、
　前記リング部材には、前記回転軸を中心とする円周線上に、互いに隣り合う２つの反射
面の間に介在して、前記発光素子からの光を前記受光素子から外れた方向へ反射すべき斜
面が、繰り返し形成されていることを特徴とするリング部材を具えた電子機器。
【請求項２】
　前記光学センサーの発光素子と受光素子は、前記リング部材の半径線に沿って外周側に
発光素子が、内周側に受光素子が配置されており、前記リング部材の斜面は、リング部材
の半径線に沿って、外周側で光学センサーからの距離が長く且つ内周側で光学センサーか
らの距離が短くなる傾きを有している請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記光学センサーの発光素子と受光素子は、前記リング部材の半径線に沿って内周側に
発光素子が、外周側に受光素子が配置されており、前記リング部材の斜面は、リング部材
の半径線に沿って、内周側で光学センサーからの距離が長く且つ外周側で光学センサーか
らの距離が短くなる傾きを有している請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記リング部材には、前記回転軸を中心とする円周線上に、光学センサーに向かって突
出する凸部が、一定のピッチで繰り返し形成されており、各凸部の表面に前記反射面が形
成されている請求項１乃至請求項３の何れかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記リング部材の斜面は、前記反射面よりも光学センサーから遠い位置に形成されてい
る請求項１乃至請求項４の何れかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記反射面は鏡面印刷によって形成されている請求項１乃至請求項５の何れかに記載の
電子機器。
【請求項７】
　前記リング部材の斜面は、リング部材の素材自体の表面によって形成されている請求項
１乃至請求項６の何れかに記載の電子機器。
【請求項８】
　前記反射面及び斜面はそれぞれ、前記回転軸を中心とする円周線上に一定のピッチで繰
り返し形成されている請求項１乃至請求項７の何れかに記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラの如く、筐体の表面にリング部材が回転可能に配備されてい
る電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラにおいては、筐体の前面に鏡筒が配備され、該鏡筒には、ズーム調整の
ためのリング部材が回転操作可能に装着されている。
　この様なリング部材を具えた電子機器においては、筐体の内部に、リング部材に対向し
て、発光素子及び受光素子を具えた光学センサーが配備される一方、リング部材には、リ
ング部材の回転軸を中心とする円周線上に、発光素子から出射された光を受光素子へ向け
て大きな反射率で反射すべき反射面が、一定のピッチで繰り返し形成されている(特許文
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献１)。
【０００３】
　上記電子機器においては、リング部材を回転させる過程で、光学センサーの発光素子か
らの光が反射面に入射したとき、この光は反射面で反射されて受光素子へ入射し、これに
よって光学センサーはオンの信号を出力する。そして、その直後に発光素子からの光が反
射面と反射面の間の領域に入射したとき、光学センサーは、受光素子へ入射する光の量が
低下することによって、オフの信号を出力する。
【０００４】
　この様にして、リング部材の回転に伴って、光学センサーからはオンとオフの信号が繰
り返し出力されることになり、このオン／オフの回数をカウントすることによって、リン
グ部材の回転量に応じた信号が生成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－５２８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の如きリング部材を具えた電子機器においては、光学センサーがオン信号を生成す
る際の受光素子への光の入射量と、光学センサーがオフ信号を生成する際の受光素子への
光の入射量との差が、所定の閾値よりも大きいことが必要となる。
【０００７】
　そのために、従来は、リング部材の反射面にホットスタンプによる鏡面処理を施す等、
反射面での光の反射率を増大させる方策を採っていたが、ホットスタンプによる鏡面処理
は、印刷等と比較して工程が煩雑となり、コストアップを招く問題があった。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、簡易な構成で、光学センサーがオン信号を生成する際の受光素
子への光の入射量と、光学センサーがオフ信号を生成する際の受光素子への光の入射量と
の差を、従来よりも増大させることが出来る、リング部材を具えた電子機器を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るリング部材を具えた電子機器においては、筐体(１)の表面に、リング部材
(２)が回転可能に配備されると共に、該筐体(１)の内部には、前記リング部材(２)に対向
して、発光素子(31)及び受光素子(32)を具えた光学センサー(３)が配備され、前記リング
部材(２)には、リング部材(２)の回転軸を中心とする円周線上に、前記光学センサー(３)
の発光素子(31)から出射された光を受光素子(32)へ向けて反射すべき反射面(５)が、繰り
返し形成され、該光学センサー(３)の出力信号に基づいてリング部材(２)の回転量に応じ
た信号が生成される。
【００１０】
　ここで、前記リング部材(２)には、前記回転軸を中心とする円周線上に、互いに隣り合
う２つの反射面(５)(５)の間に介在して、前記発光素子(31)からの光を前記受光素子(32)
から外れた方向へ反射すべき斜面(22)が、繰り返し形成されている。
【００１１】
　上記本発明のリング部材を具えた電子機器によれば、発光素子(31)から出射されてリン
グ部材(２)の斜面(22)にて反射された光の進行方向が、受光素子(32)から外れることにな
るので、光学センサーがオフ信号を生成するときの受光素子への光の入射量を大きく低減
させることが出来る。
【００１２】
　具体的態様において、前記光学センサー(３)の発光素子(31)と受光素子(32)は、前記リ
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ング部材(２)の半径線に沿って外周側に発光素子(31)が、内周側に受光素子(32)が配置さ
れており、前記リング部材(２)の斜面(22)は、リング部材(２)の半径線に沿って、外周側
で光学センサー(３)からの距離が長く且つ内周側で光学センサー(３)からの距離が短くな
る傾きを有している。
【００１３】
　或いは、前記光学センサー(３)の発光素子(31)と受光素子(32)は、前記リング部材(２)
の半径線に沿って内周側に発光素子(31)が、外周側に受光素子(32)が配置されており、前
記リング部材(２)の斜面(22)は、リング部材(２)の半径線に沿って、内周側で光学センサ
ー(３)からの距離が長く且つ外周側で光学センサー(３)からの距離が短くなる傾きを有し
ている。
【００１４】
　該具体的態様によれば、発光素子(31)から出射されてリング部材(２)の斜面(22)にて反
射された光の進行方向が、受光素子(32)から大きく外れることになり、斜面(22)にて反射
された光が受光素子(32)へ入射することを確実に防止することが出来る。
【００１５】
　他の具体的態様において、前記リング部材(２)には、前記回転軸を中心とする円周線上
に、光学センサー(３)に向かって突出する凸部(21)が、一定のピッチで繰り返し形成され
ており、各凸部(21)の表面に前記反射面(５)が形成されている。
　そして、前記リング部材(２)の斜面(22)は、前記反射面(５)よりも光学センサー(３)か
ら遠い位置に形成されている。
【００１６】
　上記他の具体的態様によれば、光学センサー(３)がオン信号を生成する場合において発
光素子(31)から出射された光が反射面(５)に到達するまでの光路長と、光学センサー(３)
がオフ信号を生成する場合において発光素子(31)から出射された光が斜面(22)に到達する
までの光路長との間に、大きな差が設けられる。
　この結果、光学センサー(３)がオン信号を生成する際の受光素子(32)への光の入射量と
、光学センサー(３)がオフ信号を生成する際の受光素子(32)への光の入射量との差が増大
する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るリング部材を具えた電子機器によれば、リング部材に斜面を形成するだけ
の簡易な構成で、光学センサーがオン信号を生成する際の受光素子への光の入射量と、光
学センサーがオフ信号を生成する際の受光素子への光の入射量との差を、従来よりも増大
させることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態であるデジタルカメラの正面図である。
【図２】図２は、該デジタルカメラを構成するフロントキャビネット及びリング部材の分
解斜視図である。
【図３】図３は、該デジタルカメラを構成するフロントキャビネット及びリング部材を背
面側から見た分解斜視図である。
【図４】図４は、光学センサーの構成を説明する図である。
【図５】図５は、光学センサーがオンとなる状態のリング部材及び光学センサーの斜視図
である。
【図６】図６は、光学センサーがオフとなる状態のリング部材及び光学センサーの斜視図
である。
【図７】図７は、図５の要部を拡大した斜視図である。
【図８】図８は、図６の要部を拡大した斜視図である。
【図９】図９は、光学センサーがオンとなる状態の光学センサー及びリング部材の一部破
断斜視図である。
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【図１０】図１０は、図９の要部を拡大した斜視図である。
【図１１】図１１は、光学センサーがオンとなる状態の光学センサー及びリング部材の断
面図である。
【図１２】図１２は、図１１の要部を拡大した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明をデジタルカメラに実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する
。
　本発明の一実施形態であるデジタルカメラは、図１に示す如く、筐体(１)の前面に撮影
レンズ(10)を具えると共に、筐体(１)の上面にシャッター釦(11)を具えている。又、筐体
(１)には、撮影レンズ(10)を包囲してリング部材(２)が配備されており、該リング部材(
２)の回転操作によってズーム率の調整が可能となっている。
【００２０】
　具体的には図２に示す如く、前記筐体(１)を構成するフロントキャビネット(12)の前面
にマウント部(13)が形成されており、該マウント部(13)にリング部材(２)が回転可能に係
合している。
　又、図３に示す如く、フロントキャビネット(12)の背面には、リング部材(２)の背面へ
向けて、一対の光学センサー(３)(３)が取り付けられている。
【００２１】
　一対の光学センサー(３)(３)はそれぞれ、図４に示す如く発光素子(31)と受光素子(32)
を具え、発光素子(31)から発せられた光が反射されて受光素子(32)へ入射することにより
、オン信号を生成する一方、受光素子(32)へ入射する光の量が所定レベルを下回ったとき
に、オフ信号を生成するものである。
【００２２】
　尚、各光学センサー(３)は、図７及び図８に示す如く基板(４)に搭載されており、光学
センサー(３)の出力信号(オン信号、オフ信号)は、基板(４)に接続されたフレキシブルリ
ード(41)を経て、制御回路(図示省略)へ供給される。
【００２３】
　図３、図９及び図１１に示す如く、リング部材(２)の背面には、リング部材(２)の回転
軸を中心とする円周線上に、多数の凸部(21)が一定のピッチで形成されており、図１０に
示す如く、各凸部(21)の表面に反射面(５)が形成されている。
　該反射面(５)は、例えば銀等の金属を材料として鏡面印刷を施したものである。
【００２４】
　又、リング部材(２)の背面には、互いに隣り合う２つの凸部(21)(21)の間に介在すると
共に、リング部材(２)の回転軸を中心とする円周線上に並ぶ、多数の斜面(22)が一定のピ
ッチで形成されている。各斜面(22)は、リング部材(２)の内周側で光学センサー(３)から
の距離が短く、リング部材(２)の外周側で光学センサー(３)からの距離が長くなる傾斜を
有している。
【００２５】
　尚、リング部材(２)の斜面(22)は、リング部材(２)の樹脂成型によって形成され、リン
グ部材(２)の素材自体の表面が露出したものであるが、該斜面(22)を粗面に形成すること
も可能である。
【００２６】
　図５及び図７に示す如く、リング部材(２)が回転する過程において、光学センサー(３)
がリング部材(２)の１つの凸部(21)と対向する回転角度では、光学センサー(３)の発光素
子から発せられた光が該凸部(21)の表面に形成されている反射面(５)で反射され、光学セ
ンサー(３)の受光素子(32)へ入射する(図４参照)。この結果、受光素子(32)に入射する光
の量が所定の閾値を上回って、オン信号が生成される。
【００２７】
　又、図６及び図８に示す如く、光学センサー(３)がリング部材(２)の互いに隣り合う２
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つの凸部(21)(21)の間の領域と対向する回転角度では、光学センサー(３)の発光素子から
発せられた光は、図１２に示す如く、リング部材(２)の斜面(22)で反射され、乱反射する
一部の光を除いて殆どの光は、光学センサー(３)の受光素子(32)には入射しない。この結
果、受光素子(32)に入射する光の量が所定の閾値を下回って、オフ信号が生成される。
【００２８】
　光学センサー(３)の出力信号(オン信号、オフ信号)は前記制御回路へ供給され、該制御
回路によって、リング部材(２)の回転量に応じた信号が生成される。
　尚、一対の光学センサー(３)(３)は、僅かにずれたタイミングでオンとなる角度位相差
に配置されており、これによってリング部材(２)の回転方向を認識することが可能となっ
ている。
【００２９】
　上記デジタルカメラにおいては、光学センサー(３)の発光素子(31)から出射されてリン
グ部材(２)の斜面(22)にて反射された光は、受光素子(32)から外れた経路を進行する。又
、光学センサー(３)がオン信号を生成する場合において発光素子(31)から出射された光が
反射面(５)に到達するまでの光路長と、光学センサー(３)がオフ信号を生成する場合にお
いて発光素子(31)から出射された光が斜面(22)に到達するまでの光路長との間に、大きな
差が設けられる。
【００３０】
　従って、上記デジタルカメラによれば、リング部材(２)の反射面(５)が、ホットスタン
プによる鏡面処理ではなく、鏡面印刷によって形成されているにも拘わらず、光学センサ
ー(３)がオフ信号を生成する際の受光素子(32)への光の入射量が、光学センサー(３)がオ
ン信号を生成する際の受光素子(32)への光の入射量よりも十分に減少して、入射量の差が
増大することになる。
　この結果、リング部材(２)に斜面(22)を形成するだけの簡易な構成で、光学センサー(
３)によるリング部材(２)の回転量の検出を精度良く行なうことが出来る。
【００３１】
　尚、光学センサー(３)がオフ信号を生成する際の受光素子(32)への光の入射量を減少さ
せるために、例えばリング部材(２)に貫通孔を開設する構成を採用することも可能である
が、上記デジタルカメラにおいては、リング部材(２)の斜面(22)を形成することによって
受光素子(32)への光の入射量を減少させているので、リング部材(２)に多数の貫通孔を開
設することによる強度の低下を回避することが出来る。
【００３２】
　本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で
種々の変形が可能である。例えば、反射面(５)としては鏡面印刷に限らず、ホットスタン
プによる鏡面処理を施したものや、リング部材の素材自体に鏡面仕上げを施したもの等、
種々の反射面を採用することが出来る。又、リング部材(２)の斜面(22)を粗面に仕上げる
構成を採用することも可能である。
【００３３】
　又、上記実施形態では、リング部材(２)の外周側に発光素子(31)が、内周側に受光素子
(32)が配置されると共に、リング部材(２)の斜面(22)は、リング部材(２)の外周側で光学
センサー(３)からの距離が長く且つ内周側で光学センサー(３)からの距離が短くなる傾き
を有しているが、これに限らず、リング部材(２)の内周側に発光素子(31)が、外周側に受
光素子(32)が配置され、リング部材(２)の斜面(22)は、リング部材(２)の内周側で光学セ
ンサー(３)からの距離が長く且つ外周側で光学センサー(３)からの距離が短くなる傾きを
有する構成を採用することも可能である。
【符号の説明】
【００３４】
(１)　筐体
(２)　リング部材
(21)　凸部



(7) JP 2014-48155 A 2014.3.17

(22)　斜面
(３)　光学センサー
(31)　発光素子
(32)　受光素子
(４)　基板
(５)　反射面
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